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令和７年 10月６日 

 

質問回答書 
 

業務名等 令和７年度阿武町地域魅力向上事業支援業務 

実施場所 阿武町全域 

番

号 
質問項目 

質問内容 
回答 

１ 
調査規模に

ついて 

令和７年度阿武町地域魅力向

上事業支援業務委託仕様書の

２ページにある ５業務内容

（２）コンテンツ調査業務お

よび（３）地域ニーズ調査業

務 について、現時点で想定さ

れている調査規模（例：対象

となる団体数や住民の規模、

アンケートの配布件数、ヒア

リング先の目安件数など）が

ございましたら、ご教示いた

だけますでしょうか。 

(２)コンテンツ調査業務につ

いては、施設で阿武町の魅力

となり得るコンテンツ開発の

情報収集として文化スポーツ

分野の専門人材や近隣のプロ

スポーツ団体などへの調査等

を実施が考えられる。 

(３)地域ニーズ調査業務につ

いては、町内約 1,300 世帯、

43自治会、町内３地区にある

老人クラブや子ども会、婦人

会などの社会団体などを対象

としたアンケートや一部抽出

によるヒアリングなどが考え

られる。 

２ 

統括責任者

と担当者に

ついて 

令和７年度阿武町地域魅力向

上事業支援業務委託仕様書の

3 ページにある７総括責任者

について、統括責任者と実際

に現地での調査や関係者対応

等を主に担う担当者が別人物

となる場合でも差し支えない

でしょうか。 

あわせて、当該担当者が再委

託先のスタッフである場合も

想定していますが、そのよう

な体制での運用が可能かどう

か、 2 ページ５業務内容

（４）留意事項の再委託に関

する取扱いと併せてご教示い

ただけますでしょうか。 

統括責任者については定める

必要があり、現地主担当者が

別人物でも差し支えない。但

し、その場合は、業務内容や

体制図等、書面で事前に本町

へ通知し承諾を受けることと

する。 

また、再委託の場合も同様と

する。 
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３ 

仕 様 書 

P.2→5 業務

内容(2)コン

テンツ調査

業務 

専門人財や団体による阿武町

の調査なのか、阿武町のコン

テンツについて専門人財や団

体へのアンケート調査なの

か、どちらでしょうか？ 

阿武町のコンテンツについ

て、活用できる専門人材や団

体、その後のコンテンツ開発

への事例調査を想定してい

る。 

４ 

地域魅力向

上事業につ

いて 

本事業による調査結果を事業

計画に反映させるものでしょ

うか？  

また、地域魅力向上事業にお

いて改築する文化スポーツ施

設に関して、来場者数や年間

維持費のＫＧＩをされていた

らご教示ください。 

調査結果を次年度以降のコン

テンツ開発等への事業計画に

反映する。 

施設でのコンテンツによる直

接的参加者数は年間約 2,000

人とし、コンテンツによる収

入約 50 万円、広告収入約 20

万円の計約 70 万円での施設

維持費を賄う想定としてい

る。 

５ 

要 項 

P.4→(5)( カ

)提案書類を

町が無償で

使用するこ

とについて 

使用されるケースの例示をお

願いします。 

本事業の推進のために、有効

であると認められる提案内容

を事業に使用することを想定

している。例えば、提案のあ

ったコンテンツなどを事業へ

採用する等。 

６ 

募集要項、4

ページ、 10

行 

念のための確認になります

が、「用紙は A4 用紙 10 枚以

内、印刷は片面・両面どちら

も可」は、A4 両面 10 枚で 20

ページの提案でも問題ないで

しょうか？ 

用紙 A410 枚以内であれば、

印刷は片面もしくは両面どち

らでもよい。 
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７ 
仕様書、2 ペ

ージ、15行 

「文化スポーツ分野の専門人

材や団体」は具体的に想定さ

れている人材や団体はありま

すか？もしくは、提案側で今

後の運用も想定した人材や団

体を提案するというものでし

ょうか？ 

具体的な想定はない。 

ご質問のとおり、今後の運用

も想定した提案を求める。 

８ 

仕様書 1ペー

ジ「１ 事業

の目的」 

「温水プールを改築した文化

スポーツ施設整備支援」「地

域魅力の発信」「交流による

まちづくり」など目的がさま

ざまに散見されるが、本業務

ではどこまでを「支援業務」

として受託者が担うのか。ま

た何をするのか、提出する成

果物を含めて具体的に教えて

ください。 

ex.文化スポーツ施設整備方

針・基本計画等 

事業の目的は仕様書記載のと

おりであり、その手段として

「多目的に利用可能な文化ス

ポーツ施設」という地域魅力

の発信の場を整備する。 

施設は、通常は移動式遊具等

を設置した子どもの遊び場、

健康やスポーツ教室、イベン

ト広場としての活用を想定し

ており、本業務では、その具

体的な事例の提示、施設のコ

ンテンツ開発や運営などに結

び付けるための支援を受託者

が担う。提出する成果物につ

いては、その実施内容をまと

めた実績報告書を求める。 

９ 

募集要項 

6ページ23行

目～「８ 審

査基準及び

配点」 

審査基準に「総合評価（熱

意・誠実さを感じるか）」が

25 点と大きな比重となってい

るが、 

総合評価とあるので、基準を

具体的に教えてください。 

総合評価の具体的な基準はな

い。 
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募集要項 2ペ

ージ「５ 参

加 資 格 要

件」5行目 

参加資格に「同時期に実施予

定の『多目的運動施設整備事

業設計業務』に選定された業

者と連携できること」とある

が、どのような連携があるの

か。本業務の成果物との関連

性を教えてください。 

本業務と設計業務のそれぞれ

の検討結果反映に遅れが生じ

ないように、本町の想定の下

で互いに検討し、施設運用面

でのハード設計への助言やハ

ード設計にあわせたコンテン

ツ開発など随時柔軟に対応い

ただくことを想定して連携を

とることを条件としている。

本業務の成果物にはその旨を

反映させる。 
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募集要項 4ペ

ージ 29行目 

（カ) 提出書

類の取扱い 

公募要項では「提案書類の著

作権は応募者に帰属。ただし

町が必要と認めれば無償使用

できる」とされるとあるが、

必要とはどのような状況を想

定しているか。また、その際

に生じる、著作権無償使用に

係る一切の責任等は貴市に発

生する認識でいます。 

本事業の推進のために、有効

であると認められる提案内容

を事業に使用することを想定

している。 

 


